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講習開催 

 
※技能講習については、労働安全衛生法及び同規則に基づき実施いたしますの 

で、この機会に資格を取得されますようご案内致します。 

１.フォークリフト運転技能講習 

【青森労働局長登録番号 第１１３号】 ※最大荷重１ｔ以上のフォークリフトの運転 
 
※ 普通自動車等運転免許所持者（下記大型特殊免許をお持ちでない方） 

・講習日時 令和 7 年 12 月 8 日（月） ～ 11 日（木） 4 日間 

〔定員２０名〕 学科８時 20分～17時 実技８時～17 時 

受 講 料 ３４，６５０円〔テキスト代（1,650円）・消費税含む〕 
 
※ 大型特殊免許所持者（カタピラ限定無しの方）  

・講習日時 令和 7 年 12 月 8 日（月） ・ 12 日（金） 2 日間 

〔定員２０名〕 学科８時 20分～17時 実技８時～14 時頃まで 

受 講 料 １４，８５０円〔テキスト代（1,650円）・消費税含む〕 

講習会場 学科『黒石建設協会２階大会議室』黒石市八甲６９－１７ 

（各コース共通） 実技『黒石りんご商業協同組合』黒 石 市 末 広 8 0 

※ 受講コース及び本人確認のため、自動車運転免許証写しを添付して下さい。 

 

２．玉 掛 け 技 能 講 習    〔定員 20 名〕 

【青森労働局長登録番号 第１１２号】 
●（クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貨装置の玉掛け業務） 
 

講習日時 令和 8 年 1 月 14 日（水）～16 日（金） 

学科９時～17時 実技 8時 10分～17時頃まで 

講習会場『黒石建設協会 ２階大会議室』黒石市八甲 69-17他 
 
●受講資格・受講料一覧〔テキスト代（1,705円）・消費税含む〕 

※建設関連業種助成制度あり（詳細は裏面を参照して下さい） 

※本人確認のため、自動車運転免許証等の写しの添付をお願い致します。 

コース 受 講 資 格 免除科目 受 講 料 

Ａ 未経験の者（申込書のみ提出） な し ２３，７０５円 

Ｂ 
クレーン等免許、小型移動式・床上操作式クレーン

等技能講習修了証所持者（免許、修了証写しを提出） 
力学・合図 ２０，４０５円 

Ｃ 
玉掛け補助作業の業務に、６ヶ月以上従事した者 

（同封の実務経験証明書を記載のうえ提出） 
な し ２０，４０５円 



３.フォークリフト運転技能講習 

【青森労働局長登録番号 第１１３号】 ※最大荷重１ｔ以上のフォークリフトの運転 
 
※ 普通自動車等運転免許所持者（下記大型特殊免許をお持ちでない方） 

・講習日時 令和 8 年 1 月 19 日（月） ～ 22 日（木） 4 日間 

〔定員２０名〕 学科８時 20分～17時 実技８時～17 時 

受 講 料 ３４，６５０円〔テキスト代（1,650円）・消費税含む〕 
 
※ 大型特殊免許所持者（カタピラ限定無しの方）  

・講習日時 令和 8 年 1 月 19 日（月） ・ 23 日（金） 2 日間 

〔定員２０名〕 学科８時 20分～17時 実技８時～14 時頃まで 

受 講 料 １４，８５０円〔テキスト代（1,650円）・消費税含む〕 

講習会場 学科『黒石建設協会２階大会議室』黒石市八甲６９－１７ 

（各コース共通） 実技『黒石りんご商業協同組合』黒 石 市 末 広 8 0  

※ 受講コース及び本人確認のため、自動車運転免許証写しを添付して下さい。 

 

４．小型移動式クレーン運転技能講習 〔定員 20 名〕 
【青森労働局長登録番号第１１5号】  つり上げ荷重１㌧以上５㌧未満の業務  

●※該当クレーン  トラック、ホイール、クローラ、鉄道 

          浮き、クレーン機能付き油圧ショベル等 
 

講習日時 令和 8 年 1 月 28 日（水）～ 30 日（金） 

学科９時～17時 実技 8時 10分～17時頃まで 

講習会場『黒石建設協会 ２階大会議室』黒石市八甲 69-17他 

●受講資格・受講料一覧〔テキスト代（1,705円）・消費税含む〕 

※建設関連業種助成制度あり（詳細は裏面を参照して下さい） 

※本人確認のため、自動車運転免許証等の写しの添付をお願い致します。 

コース 受 講 資 格 免除科目  受 講 料 

Ａ 未経験の者（申込書のみ提出） な し ３０，３０５円 

Ｂ 
クレーン等免許、床上操作式クレーン・玉掛け等技
能講習修了証所持者（免許、修了証の写しを提出） 力学・合図 ２７，００５円 

 
  
申込先 【青森労働局長登録教習機関】 

 
  一般社団法人 黒石地区労働基準協会 
 
    黒石市大字前町 40－5（黒石市役所通り） 
 

  TEL 0172－53－5787 FAX 53－5792 
 
 

資格取得で 
安全作業‼ 

 



☆当協会の講習修了証が、プラスチックカードの様式に変わりました。 
携行しやすく、これまで通り修了証を１枚に統合できます。 

 

 

 

注意 当協会において、過去に実施した講習修了証をお持ちの方は、技能講習・特別教育 
ごとに統合して発行できますが、技能講習修了証は平成１１年５月以降発行のもの 
に限ります。詳細は、当協会へお問い合わせ下さい。 

 

連絡事項 ※ いずれの講習も、定員に達し次第締め切ります。お早めにお申し込み下さい。 

※ 同封の申込書・実務経験証明書（玉掛け受講者・補助作業の経験がある方のみ）を 

       記入の上、講習毎に写真 1枚（縦 3.0㎝、横 2.4㎝）・受講料を添えてお申込み下 

       さい。 

※ 講習学科・実技試験合格者には,【技能講習修了証】を交付します。 

※ 受講者が最小予定数に達しない場合は、中止することがあります。 

※ 受講申込み後の取消しは、受講開始日の前日までにご連絡があった場合のみ、受講 

料をお返し致しますのでご了承ください。 

※ お電話での申込みも受付致しますが、ご予約後 7日間を目処に申込書の送付をお願 

い致します。（申込書が遅れますと、ご予約を取消す場合がございます。） 

      ※ 受講料のご納入は受講開始日の 1週間前までにお願いします。 

 

☆受講料のご納入は、下記口座へのお振込みでも可能です。 
振込先 青森みちのく銀行黒石支店（普）２２３２６１・青森みちのく銀行黒石内町支店（普）１３１１７６０ 

     東奥信用金庫黒石支店（普）０９２０５５０・青い森信用金庫黒石支店（普）０９５８７６７ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

折れ曲がり難く、
耐久性に優れて
います。 



 
今後の講習開催予定（事前のご予約・お申込みを受け付けております） 
 

ＫＹＴリーダー（基礎）研修       １月１４日㈬～ １月１５日㈭ 

安全衛生推進者養成講習       １月２１日㈬～ １月２２日㈭ 

粉じん作業特別教育               １月３１日㈯ 

振動工具取扱作業従事者安全衛生教育        １月３１日㈯ 

低圧電気取扱業務特別教育 ２月 ４日㈬ 

アーク溶接特別教育      ２月１９日㈭～ ２月２１日㈯ 

ガス溶接技能講習       ２月２６日㈭～ ２月２７日㈮ 

自由研削といし取替業務特別教育            ３月 ７日㈯ 

 
当協会の年間講習予定表は、下記にアクセスしてください。 

http://kuroisirouki.sakura.ne.jp/index.htm 
 

 

人材開発支援助成金のご案内 
 
 「人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）」は、建設業における人材育成や技能継承を図り建設

労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目的とした助成金制度となっております。 

※詳細及び申請様式等は、青森労働局ホームページ 助成金関係等をご確認ください。 
 

●経費助成・賃金助成の申請まで 
 
・登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関等に委託し実施する場合は、原則計画届の提出が不要です 

 が、講習の実施内容によっては必要となる場合がございますので、労働局担当課へご確認下さい。 

  

・技能実習を終了した日の翌日から起算して原則２カ月以内に、必要書類一式を都道府県労働局に提出して 

下さい。 

○人材開発支援助成金 支給申請チェックシート・支給申請書（建技様式第３号）・その他添付書類 
 
・助成金を受けることのできる事業主（但し、受講後助成金を支給申請し支給決定を得た場合のみです。） 

① 資本金若しくは出資の総額が３億円以下、または常用労働者３００人以下の建設事業主 

② 雇用保険料率 １０００分の 17.5（保険料率が変更となる場合があります）の建設事業主 

③ 受講者が雇用保険被保険者であること 

④ 法定帳簿（賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等）を確実に整備され、担当課の求めに応じて書類の 

提出及び報告を速やかにできること 
 

※詳しくは 青森労働局職業対策課（017－721－2003）又は当協会までお問合せ下さい。 
 

技能実習 

経費助成 

中小建設事業主が雇用する建設労働者

が、登録教習機関等で行う技能実習を受

講させた場合、経費の一部を助成 

技能実習の実施に要した実費相当額の３/４（但

し、雇用保険被保険者数により変動）。一つの技能

実習について一人当たり１０万円が上限。 

賃金助成 

中小建設事業主が雇用する建設労働者

に有給で技能実習を受講させた場合、賃

金の一部を助成。 

一つの技能実習について一人一日あたり８，５５０

円（但し、雇用保険被保険者数により変動）。一つ

の技能実習について２０日分が限度。 

http://kuroisirouki.sakura.ne.jp/index.htm

